
歴史まちづくり法

(1)目的

歴史的風致を維持及び向上させ、後世に継承するための市畊寸の嚇且みを国が支援するもの

(2)国と市田附の役害11

ア)国の確11

基本方針の策定、市畊勃ミ作成ずる計画認定、法令上の1扣1措置、財政支援等

イ)市田附の役寄1

歴史的風融維持向上計画の作成、重貞的な支援を受けて事業の実施

(3)歴史的風致とは

ア)歴史的風致

歴史的風致維持向上計画の概要

における歴史風致の維持及び向上に関

50年以上続くとその活動が行われる歴史的建造物
史と伝執を反映

及びその周辺の市街地とが一体となって形成された した人●の臂み、生

舌、話動
良,子゛市佳d也環境

W"

イ)重点区域
「歴史的風致」の概念次に掲げる①、②の到牛に該当する士地の因或

①イ又は口のい司サしかに該当する土地及びその周辺の士地の区域

イ)国が指定した重要文化財、重要有ル民俗文化財史跡名勝天然記厶物の士地

ロ)国が選定した重到云統的建造物群保存地区内の士地

②当該区域において歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点的、一体的に推進する

ことが特に必要であると認、められる士地の区域

、(平成27年3月策定)2.長崎市歴史

(1)位置付け

文イヒ貯行政における、文イヒ財を長期的かつ計画的に傭字・剤諏・活用するためのマスタープラン

(2)歴史文化保存活用区域

文イ尉を核として文化的な空間艶リ出するための歴史文化保存活用区域を10区域設定

a冲央区域⑦出島・館内・那也・山手区域③甫上区域@汐卜海・j嶋区域恒長崎港入口区域

値盾焼・伊王島・高島区域⑦深堀区域値脚W・樺島区域⑨茂木区域@氏上区域

地域固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動

劫口資料

まちづくり部

雁史上垂饗な処迭物及び艇辺の仙街地と
計但対卑

雑幕反び向上によ"制件nかむ地賊社会の実現
都市の健全永発媒と文化の向卜1こ寄芋

3.長崎市歴史風致維持向上計画(作成中)

(1)位置付け

歴史文イヒ基本オ韓想を踏まえながら、文イヒ貯行政とまちづくり行政の連携による歴史的風致の維持向

上及て唖史的資産を活かしたまちづくり推進のための基本計画

(2)昔H画期間概ね10培飼(平成31年度認定予定)

(3)長崎市の重点区域(窮

山手区域(東山手・南山手地区)

(4)歴史的風致維持向上冨

歴史まちづくり法に基づき設置計画の作成・変更、計画実施に係る連経凋整を行うための協議会

の構成(13名)ア)

市(まちづくり部長、文化韻光音隈)、県(割姉政策^、学芸文イ嬬果長゛、重要文化財所有者、

讐^(文化財、歴史、歴史的建造物、都柾ナ画、景観、地域舌動団体、領光団体、景想整備樹蒜憬観整備を担う法人)
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